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か
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で
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第
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六
号

法
律
・
政
令
・
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
布
の
日
に
「
法
令
の
あ
ら

ま
し
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
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R
件
名
の
上
の
ゴ
シ
ッ
ク
数
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は
番
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を
示
す
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名
の
下
の
数
字
の
う
ち
、
上
段
は
掲
載
日
、
中
段
の
ア
ラ
ビ
ア
数

字
は
号
外
番
号
、
下
段
は
ペ
ー
ジ
を
示
す
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法

律

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

日

号
外

ペ
ー
ジ

六
八

少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

一
114

五

六
九

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

一
114

七

七
〇

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

一
114

八

七
一

港
湾
法
及
び
北
海
道
開
発
の

た
め
に
す
る
港
湾
工
事
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

一
114

九

七
二

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理

の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
114

一
〇

七
三

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
114

一
二

七
四

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金

庫
法

一
114

一
四

七
五

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

六

三

七
六

競
馬
法
及
び
日
本
中
央
競
馬

会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

六

五

七
七

漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

六

一
〇

七
八

水
産
業
協
同
組
合
法
及
び
中

小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

八
120

三

七
九

雇
用
対
策
法
及
び
地
域
雇
用

開
発
促
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

八
120

二
〇

八
〇

防
衛
省
設
置
法
及
び
自
衛
隊

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

八
120

二
六

八
一

カ
ネ
ミ
油
症
事
件
関
係
仮
払

金
返
還
債
権
の
免
除
に
つ
い

て
の
特
例
に
関
す
る
法
律

八
120

二
九

八
二

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自

動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

一
三
124

五

八
三

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
三
124

一
七

八
四

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終

処
分
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

一
三
124

一
八

八
五

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀

行
法

一
三
124

二
二

八
六

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

一
五
127

三

八
七

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

一
五
127

三

八
八

更
生
保
護
法

一
五
127

六

八
九

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

二
〇
131

三

九
〇

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

二
〇
131

四

九
一

弁
理
士
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

二
〇
131

一
二

九
二

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評

価
の
欧
州
共
同
体
及
び
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
と
の
相
互

承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
〇
131

一
五

九
三

消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

二
二
134

三

九
四

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健

全
化
に
関
す
る
法
律

二
二
134

四

九
五

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益

の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事

訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

二
七
138

七

九
六

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

二
七
138

一
三

九
七

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

二
七
138

二
四

九
八

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

二
七
138

二
七

九
九

公
認
会
計
士
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

二
七
138

三
一

一
〇
〇

総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃

止
す
る
法
律

二
七
138

四
五

一
〇
一

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興

支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支

援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

二
七
138

四
八

一
〇
二

電
子
記
録
債
権
法

二
七
138

四
八

一
〇
三

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保

に
関
す
る
特
別
措
置
法

二
七
138

五
九

一
〇
四

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴

う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律

二
七
138

六
〇

一
〇
五

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
法

二
七
138

八
四

政

令

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

一
七
四

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

一
114

三
二

一
七
五

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ

一
）
を
指
定
感
染
症
と
し
て

定
め
る
等
の
政
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令

一
114

三
二

一
七
六

株
式
会
社
産
業
再
生
機
構
法

第
四
十
五
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
割
合
を
定
め
る
政

令

一
114

三
二

一
七
七

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る

地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の

形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る

法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る

政
令

八
120

三
〇

一
七
八

企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る

地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の

形
成
及
び
活
性
化
に
関
す
る

法
律
施
行
令

八
120

三
〇

˜
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